
 

増毛町告示 福第３号 

 

 次のとおり一般競争入札（以下、「入札」という。） 

 

 令和 ６年 ４月１０日 

 

増  毛  町  長 

 

１．入札に付す事項 

（１）契約の目的の名称及び数量 

車両の購入契約  福祉バス １台 

車両の仕様等は、以下の事項を基本とする。 

車 両 マイクロバス 新車 

グ レ ー ド （ 仕 様 ）  三菱４ＷＤ ２９人乗り プレミアムタイプ 又は同等品 

排 気 量 ３，０００ｃｃ未満 

ミ ッ シ ョ ン ６速ＡＭＴ 

基 本 装 備 

エアコン、パワステ、パワーウインドウ、 

衝突被害軽減ブレーキ、車線逸脱警報装置、 

車両安定性制御装置、坂道発進補助装置、 

ＳＲＳエアバッグシステム 

オプション・付属品等 

スタットレスタイヤ（ブリヂストン）、アルミホイール・

ナット（社外可）、スノーブレード、カーナビ、 

ドライブレコーダー（フロント・リア）、カーテン、 

そ の 他 下取り車両あり 

（２）納入場所 

   増毛郡増毛町弁天町３丁目６１番地 増毛町役場 

（３）納入期限 

   令和 ７年 ２月２８日（金） 

 

２．入札に参加する者に必要な資格 

 令和 ６年 ４月１０日 増毛町告示 福第２号に定める資格を有すること。 

 

３．契約条項を示す場所 

 増毛郡増毛町弁天町３丁目６１番地 増毛町役場 福祉厚生課 

 

４．入札執行の場所及び日時 

（１）入札場所 増毛町役場 ３階 委員会議室 

（２）入札日時 令和 ６年 ５月１３日 午前 ９時００分 

（３）開札場所 （１）に同じ。 

（４）開札日時 （２）に同じ。 

 

 



 

５．入札保証金 

 入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないことと

なるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることが

ある。 

 

６．契約保証金 

 契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそ

れがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。 

 

７．郵便等による入札の可否 

 認める。ただし、入札者は、一般書留又は簡易書留のいずれかで４（２）の入札日時に到

着したものを有効とする。 

 

８．落札者の決定方法 

 増毛町契約規則（平成１９年規則第１１号。以下、「契約規則」という。）第１０条第１項

の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札（有効な入札に限る。）し

た者を落札者とする。 

 

９．落札者と契約の締結を行わない場合 

（１）落札者が暴力団関係事業者等であることにより町が行う公共事業等から排除する措置

を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。 

（２）契約書の作成を要するとした契約について落札決定から契約を締結するまでの間に落

札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結できないことにより生じる損害の賠償を

請求することができない。 

 

１０．契約書作成の要否  要 

 

１１．その他 

（１）無効入札 

○○○開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、契約規則第１３条各

号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

（２）入札金額等に係る消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の取扱い 

ア 入札書に記載する金額は、消費税等相当額を含めた額とする。 

○イ 落札者となった者は、落札決定後、速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業

者であるかを申し出ること。 

（３）契約に関する事務を担当する組織 

ア 名  称 増毛町役場 福祉厚生課 

イ 所 在 地 郵便番号 ０７７－０２９２ 

       増毛郡増毛町弁天町３丁目６１番地 

ウ 電話番号 ０１６４－５３－３１１１（課代表） 

 

 



 

（４）入札の執行 

   初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。 

（５）入札の取りやめ又は延期 

この入札は、取りやめること又は延期することがある。 

（６）入札執行の公開 

   この入札の執行は、公開する。 

（７）その他 

   この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。 

 

 


